
第80回

国有財産北陸地方審議会

国有財産を金沢市に対し金沢市立病院敷地と
して時価売払いすることについて

【 諮 問 事 項 】 の 説 明 資 料

令和7年12月
財務省北陸財務局
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約4.7km
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空中写真

「地図データ」（国土地理院https://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.do#1）をもとに北陸財務局作成
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現地写真

5「地図データ」（国土地理院https://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.do#1）をもとに北陸財務局作成
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「地図データ」（国土地理院https://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.do#1）をもとに北陸財務局作成

（参考）金沢市立病院の空中写真
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財産の概要・沿革
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財産の概要

所 在 地：石川県金沢市平和町2丁目164番

区分・数量：土地・9,244.25㎡

用途地域等：第一種中高層住居専用地域

建ぺい率60％、容積率200％

15m高度地区

そ の 他：重要施設(陸上自衛隊金沢駐屯地)周辺に所在

財産の沿革

昭和20年11月：旧軍財産として引受

昭和31年4月 ：平和町公園の用に供するため無償貸付契約締結

令和5年2月 ：直近契約更新



金沢市における検討の経過
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平成30年8月

～令和2年1月

令和2年2月 同検討会座長より「市立病院の今後のあり方に関する提言書」

が金沢市長へ提出される。

☞（提言主旨）「再整備を視野に検討すべき」

令和5年6月

～令和6年2月

令和6年3月 金沢市立病院再整備基本構想を策定、公表。

☞ 本構想において、平和町公園が移転候補地とされた。

（令和6年5月 第79回国有財産北陸地方審議会）

令和7年3月 金沢市立病院再整備基本計画を策定。

令和7年6月 金沢市から北陸財務局に取得要望書の提出

金沢市立病院再整備基本構想検討委員会開催

市立病院の今後のあり方検討会開催



再整備後の市立病院（※）現在の市立病院

9,244.25㎡11,578.20㎡敷地面積

約6,500㎡5,664.17㎡建築面積

約33,700㎡
うち病院施設 約27,700㎡

地下駐車場 約 6,000㎡

22,509.55㎡延床面積

・第一種中高層住居専用地域
・建ぺい率60％
・容積率200％
・準防火地域
・15m高度地区

・第一種中高層住居専用地域
・建ぺい率60％
・容積率200％
・準防火地域
・大部分が15m高度地区
(東側道路沿いのみ25m高度地区)

用途地域等

金沢市立病院の概要

9（※）金沢市立病院再整備基本計画より抜粋



平和町公園の処理の方向性について
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国の税外収入確保の観点などを踏まえ、平和町公園敷地を
金沢市立病院敷地の建替え用地とする場合、本地は売払いの方
法により処理するものとして手続きを進めていくものとする。

処理の方向性

※２ 病院敷地として金沢市へ国有地を売払う場合、予算決算及び会計令第99条第21号（公共随契）
による処理が可能となる見込み。

※１ 平和町公園は、金沢駐屯地に近接しているため、重要施設周辺及び国境離島等における土地
等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年法律第84号）を踏まえ、防衛省
及び内閣府へ事前の意見照会を行う。

金沢市は、平和町公園敷地の購入を希望。
（仮に購入が難しい場合は、金沢市は平和町公園の用途として
本財産の無償貸付契約を継続したい意向）

第79回国有財産北陸地方審議会資料抜粋



平和町公園取得の必要性等について
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平和町公園取得の必要性等について①
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・現在の金沢市立病院は、整備から36年経過し、設備面を中心に
老朽化が進んでいる。

取得の必要性・緊急性

・金沢市南部地区及び南部近郊地区において、現病院敷地と同程
度の1万平方メートルの整備可能な土地は、当該国有地以外にない。

・金沢市立病院再整備基本構想において、地域医療体制の中心的
役割、感染症医療、救急医療、災害医療といった政策的医療の役
割を引き続き担うことが求められている。

取得の必要性・緊急性が認められる。

（当該国有地が移転整備用地として最適地と金沢市は判断している。）



平和町公園取得の必要性等について②
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・金沢市は、令和７年３月に金沢市立病院再整備基本計画を策定し、
令和７年度当初予算において用地取得後の基本設計費を計上している。

・利用計画に関し、金沢市が容積率や高さ制限等の一部緩和も必要に
応じて検討を進める予定としているなど、特に問題点は認められない。
なお、公園機能の代替について、金沢市は現在の市立病院敷地を活

用することを含めて検討することとしている。

実現性・利用計画の妥当性

実現性・利用計画の妥当性が認められる。



防衛省等への意見照会結果について
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防衛省等への意見照会結果について①

制 度 の 概 要

「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用
状況の調査及び利用の規制に関する法律（令和３年法律
第８４号）」において規定する重要施設の周辺の区域内
に所在する国有財産の管理処分に当たっては、財務省は
あらかじめ施設所管省庁等及び内閣府に対して、意見
照会を行い、その結果を踏まえて、財務局が管理処分
方針を決定する。

※ 平和町公園は、重要施設（陸上自衛隊金沢駐屯地）の周辺
区域内（施設より概ね１キロメートル以内）に所在。
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防衛省等への意見照会結果について②
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施設所管省庁等へ
所管換又は使用承認

地方公共団体等への
公共随契による
貸付け・売却

民間への
定期借地権等を
活用した貸付

A

B,C

一般競争入札
による売却

C

重要施設の施設機能維
持の観点等からみて、
施設所管省庁等におい
て所管又は使用したい。

重要施設の施設機能維持
の観点等からみて、立地、
周辺環境、土地の規模等
を踏まえると、一般競争
入札による売却は、慎重
な判断が必要。

重要施設の施設機能維持
の観点等からみて、立地、
周辺環境、土地の規模等
を踏まえると、財務局に
おいて通常の管理処分を
行うことに懸念は少ない。

17



防衛省等への意見照会結果について③

重要施設の施設機能維持の観点等からみて、立地、周辺環境、土
地の規模等を踏まえると、一般競争入札による売却は、慎重な判
断が必要。

金沢市へ病院敷地として売却可能

公用・公共用利用優先の考え方を原則とし、適切に地方公共
団体等からの取得要望等受付を実施し、公共随契による貸付
若しくは売却を進めていくこととなる。（一般競争入札による売却は
不可）

意 見 照 会 結 果

この結果を受けて、
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金沢市が希望する供用までの
スケジュールについて
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令和7年12月
令和8年3月 処分手続き

金沢市が希望する供用までのスケジュール

令和8年3月 無償貸付契約の解除、売買契約締結

（約2年） 基本設計、実施設計

（約3年） 建築工事

供用開始時期は現時点において未定

令和7年12月 国有財産北陸地方審議会諮問（本日）
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処理方針
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処理方針

備考処理区分相手方数量所在地

・地方公共団体への時価
売払につき、用途指定は
付さない。
・重要施設の施設機能を
阻害する行為を禁止し、
違反した場合に買い戻す
特約を付す。

時価売払金沢市9,244.25㎡
石川県金沢市
平和町２丁目
１６４番

◎ 契約方式：随意契約

◎ 契約根拠：会計法第２９条の３第５項
予算決算及び会計令第９９条第２１号
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第80回

国有財産北陸地方審議会

1

【報告事項（１）】の説明資料

令和7年12月
財務省北陸財務局

庁舎等の使用調整について



≪庁舎等の使用調整≫

使用調整

・調整対象面積2,000㎡以上
・調整対象面積600㎡以上～
2,000㎡未満で、延床面積に
対し50％以上

庁舎法第４条に
基づく調整※

10条調整

・調整対象面積600㎡以上～2,000㎡
未満で、延床面積に対し50％未満

・調整対象面積150㎡以上～600㎡
未満

国有財産法第10条の
総括権に基づく調整

【策定方針】
①借受庁舎等の解消による借受費用の縮減
②集約化に伴う売却可能財産の創出
③既存庁舎等を有効活用することによる新営庁舎等の
規模の縮減

④庁舎等の分散解消、狭あい解消
⑤庁舎等の耐震性能の確保

※庁舎法は、｢国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法」の略
必要に応じ「国有財産の有効活用に関する地方有識者会議」の意見を聴取

財務本省

財政制度等審議会へ付議

財務局

10条調整の実施

庁舎等使用調整計画の策定

事後に開催される国有財産北陸地方審議会に報告

既存庁舎等の効率的な使用の推進 ①国有財産監査等の実施 ⇒  余剰床面積の把握
②官署の移転統合等 ⇒  空きスペースの発生

財務局案報告
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事案１：輪島地方合同庁舎に関する１０条調整

令和6年9月、能登半島地震により庁舎が被災した輪島税務署を、輪島地方合同庁舎に入居させる10条調整を実施。

入居にあたり既存の空きスペースだけでは不足するため、庁舎敷地内に別棟を増築整備。

3

〔所在地〕

石川県輪島市鳳至町畠田99-3

〔建物概要〕

既存庁舎：昭和61年5月築

地上4階

建702㎡／延2,590㎡

増築部分（庁舎・車庫・渡廊下）

：令和9年度完成予定

地上1階

延277㎡

【輪島地方合同庁舎】

合同庁舎の適正かつ効率的な使用を実現

方法・時期調整床面積入居官署

移転・令和10年度613㎡輪島税務署

-145㎡共用部分

〔入居官署〕

金沢地方法務局輪島支局 515㎡

石川労働局輪島公共職業安定所 281㎡

北陸地方整備局能登復興事務所輪島国道出張所 300㎡

共用部分 1,432㎡

（内空きスペース） 339㎡

（内共用会議室・廊下） 141㎡

増築部分 277㎡

(注)下線部分計約759㎡が調整対象



か

事案２：七尾市所在２合同庁舎に関する１０条調整の変更

令和6年3月 10条調整

調整床面積入居官署

▲ 192㎡共用部分

14㎡
石川労働局
七尾公共職業安定所

178㎡
北陸地方整備局
能登復興事務所

〔所在地〕
七尾市小島町
西部2番
〔建物概要〕

昭和62年3月築外
地上4階
建782㎡／
延1,927㎡

官署の退去により
空きスペース有

〔所在地〕
七尾市小島町
大開地3番7

〔建物概要〕
平成17年3月築外
地上4階
建1,168㎡／
延4,377㎡

監査により
余剰床を確認
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調整床面積入居官署

▲ 133㎡
金沢地方法務局
七尾支局

133㎡
北陸地方整備局
能登復興事務所

庁舎の集約化による震災及び豪雨災害
からの復旧・復興促進に対する行政
ニーズに即応

令和7年4月 変更

令和7年4月、北陸地方整備局能登復興事務所における職員増への対応と庁舎の分散により生じる業務遂行上の非効率

性の解消を図るため、七尾西湊合同庁舎における１０条調整（変更）を実施。

不足する面積は借受庁舎で対応

【七尾地方合同庁舎】 【七尾西湊合同庁舎】

※七尾地方合同庁舎の調整は継続

➢ 北陸地方整備局能登復興事務所は、七尾地方合同庁舎、七尾西湊合同庁舎及び
借受庁舎(162㎡)にて業務実施予定としていたもの

調整床面積入居官署

▲ 133㎡
金沢地方法務局
七尾支局

133㎡共用部分

【七尾西湊合同庁舎】

➢ 北陸地方整備局能登復興事務所は、
借受庁舎(708㎡)及び七尾地方合同庁舎
にて業務実施

合同庁舎の適正かつ効率的な使用を
実現



第80回

国有財産北陸地方審議会

相続土地国庫帰属制度に係る現状と課題について

【報告事項⑵】の説明資料

令和7年12月
財務省北陸財務局
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令和７年６月１７日
第64回国有財産分科会資料抜粋
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令和７年６月１７日
第64回国有財産分科会資料抜粋
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令和７年６月１７日
第64回国有財産分科会資料抜粋
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令和７年６月１７日
第64回国有財産分科会資料抜粋
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※国庫帰属件数は筆数によるカウント(分科会資料と同様)

4
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（件） 石川 富山 福井

全国

北陸財務局における相続土地国庫帰属制度による国庫帰属件数

43件

18件

約2.5倍

北陸財務局
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北陸財務局における相続土地国庫帰属財産の例①

種目：宅地 種目：その他

■ 帰属財産には、売却が見込まれる財産もあるが、住宅が点在する集落の一角に位置してい
るなど市場性の低い財産が太宗である。

■ 近隣住民から草刈りの要望も出ており、費用を投じて適切に管理を行っていく必要がある。
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北陸財務局における相続土地国庫帰属財産の例②

■ 帰属財産の中には、がけ地や無道路地などの活用が困難な土地もあり、中長期にわたって
管理を行っていく必要性が見込まれる。

がけ地
（種目：その他）

無道路地
（種目：その他）
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第80回

国有財産北陸地方審議会

留保財産の現状について

【報告事項⑶】の説明資料

令和7年12月
財務省北陸財務局

1



2

令和７年６月１７日
第64回国有財産分科会資料抜粋



令和７年６月１７日
第64回国有財産分科会資料抜粋
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令和７年６月１７日
第64回国有財産分科会資料抜粋
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令和７年６月１７日
第64回国有財産分科会資料抜粋
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令和７年６月１７日
第64回国有財産分科会資料抜粋
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留保財産に係る現状について

今後の予定現状財産所在地（数量）・
利用方針No.

• 定期借地による留保財産の活用の
実現に向け、民間事業者と更なる意
見交換を実施し、金沢市等とも協議
しながら、現在の利用方針等に関す
る見直しの必要性を慎重に検討して
いく

• 令和4年10月、二段階一般競争入
札が不調

• 令和7年3月に、いしかわPPP／PFI
地域プラットフォームにおいて、民間事
業者等と本地の活用に向けた意見交
換を実施

石川県金沢市
平和町1丁目12番7（2,958.73㎡）

導入すべき施設
「賃貸住宅」、「社会福祉施設」
導入が望ましい機能
「地域交流拠点機能」

1

• 地下工作物撤去工事完了後、二段
階一般競争入札を実施予定

• 令和6年1月、二段階一般競争入札
の公告を取りやめ

• 令和7年度に地下工作物の撤去工
事を実施中

福井県福井市
田原下町9字44番3（2,099.19㎡）

導入すべき施設
「賃貸住宅」、「社会福祉施設」
導入が望ましい機能
「地域交流拠点機能」
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